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教職員の懲戒処分について 

 

 教職員の懲戒処分を、令和７年１２月２２日に下記のとおり行いました。 

 

記 

 ＜懲戒処分等の概要＞ 

○ストーカー行為 

被 処 分 者 県立大垣東高等学校 立川
たちかわ

 智
とも

昭
あき

 教諭 （３８歳・男性） 

事案の概要 
令和７年９月２６日から同年１０月２４日までの間、１０代の女性１名

にストーカー行為をした。 

処   分 免職 

根 拠 法 規 地方公務員法第２９条第１項第１号及び第３号 

関係者の措置 校長 文書訓告 

 

○窃盗及び勤務態度不良 

被 処 分 者 県立大垣工業高等学校 県立学校業務専門職（６０歳・男性） 

事案の概要 

令和７年６月１９日から同年１０月７日までの間に１４回、勤務時間中

に勤務地から無断で外出し、計１７時間４０分の間、職務を怠った。 

また、同年１０月７日には、勤務時間中に勤務地から無断で外出してい

た際に、他人の梨畑から梨２個を窃取した。 

処   分 停職３月 

根 拠 法 規 地方公務員法第２９条第１項第１号、第２号及び第３号 

関係者の措置 
校長   文書訓告 

事務部長 厳重注意（文書） 

 

○体罰 

被 処 分 者 県立岐南工業高等学校 教諭（４５歳・男性） 

事案の概要 
令和７年７月２３日、勤務校において、自身が顧問を務める部活動の指

導をした際、部員１名の体を押し、髪の毛を掴んだ。 

処   分 戒告 

根 拠 法 規 地方公務員法第２９条第１項第１号、第２号及び第３号 

関係者の措置 校長 厳重注意（文書）  

 



○体罰 

被 処 分 者 県立多治見工業高等学校 教諭（４６歳・男性） 

事案の概要 
令和７年１０月４日、勤務校において、自身が顧問を務める部活動の指

導をした際、生徒１名の頬を叩いた。 

処   分 戒告 

根 拠 法 規 地方公務員法第２９条第１項第１号、第２号及び第３号 

関係者の措置 校長 厳重注意（文書）  

 


